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衆議院東日本大震災復興特別委員会ニュース

平成 23.8.9 第 177 回国会第 19 号

８月９日（火）、第 19回の委員会が開かれました。

１ 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法案起草の件

・黄川田委員長から趣旨説明を聴取しました。

・橋本清仁君（民主）、谷公一君（自民）、小野寺五典君（自民）、江田康幸君（公明）、高橋千鶴子君（共産）、吉泉秀

男君（社民）及び柿澤未途君（みんな）から発言がありました。

・念のため内閣の意見を聴取したところ、江田環境大臣から「異議はない」旨の発言がありました。

・採決を行った結果、全会一致をもって起草案を成案とし、これを委員会提出の法律案とすることに決しました。

（賛成－民主、自民、公明、共産、社民、みんな、国民、日本）

２ 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する件

・後藤斎君外７名（民主、自民、公明、共産、社民、みんな、国民、日本）から提出された東日本大震災により生じた

災害廃棄物の処理に関する件の決議案について、提出者谷公一君（自民）から趣旨説明を聴取しました。

・採決を行った結果、全会一致をもってこれを委員会の決議とすることに決しました。

（賛成－民主、自民、公明、共産、社民、みんな、国民、日本）

・江田環境大臣から発言がありました。

（発言者及び主な発言内容）

橋 本 清 仁君（民主）

・財政力の弱い自治体に対しては国からの財政支援を一層

手厚くすべきと考えるが、江田環境大臣の所見を伺いた

い。

・起草案の附則第２項が定める地方債の早期償還のために

必要となる交付税措置として、具体的にどのような施策

を考えているか、片山総務大臣に伺いたい。

谷 公 一君（自民）

・起草案において、災害廃棄物の処理について国の責務や

連絡協力体制等が明確に規定されている中で、今後の国

全体での災害廃棄物処理に向けた江田環境大臣の決意を

伺いたい。

・グリーンニューディール基金を通じた地方負担分への財

政支援に当たっては、被災自治体の負担額や財政力等の

実情を十分勘案したメリハリのある配分を行うべきと考

えるが、野田財務大臣の所見を伺いたい。

・起草案の附則第２項の定める「地方交付税の加算を行う

こと等により確実に地方の復興財源の手当をし」の趣旨

について、野田財務大臣の認識を伺いたい。

小野寺 五 典君（自民）

・国庫補助の対象外である大企業に係る災害廃棄物処理事

業についても国庫補助の対象とすべきと考えるが、江田

環境大臣の所見を伺いたい。

・災害廃棄物の放射能汚染の懸念が、今後本格化する災害

廃棄物の二次仮置場への移動等の支障となるおそれがあ

る。そこで、環境省が前面に立って、災害廃棄物の安全

性を示し、また、二次仮置場の原状回復策及び跡地利用

策も示すべきと考えるが、江田環境大臣の所見を伺いた

い。

・被災地の産業復興によって初めて被災地が復興できるこ

とから、経済産業省の「中小企業等グループ施設等復旧

整備補助事業」の予算を第三次補正予算で十分に拡充さ

せるべきと考えるが、海江田経済産業大臣の所見を伺い

たい。

江 田 康 幸君（公明）

・政府は、今回の特別立法制定の趣旨を十分に踏まえ、ス

ピード感を持って、災害廃棄物の処理を加速すべきと考

えるが、江田環境大臣の決意を伺いたい。

・グリーンニューディール基金を活用し、国の実質補助率

を平均 95％に引き上げるべきである。そして、特定被災

地方公共団体ごとの実情を踏まえ、財政負担の大きい自

治体については、その率を 100％に限りなく近づけると

ともに、東日本大震災発生以降の災害廃棄物処理に遡及

適用すべきであると考えるが、野田財務大臣の所見を伺

いたい。
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・被災市町村負担費用に対する地方交付税の確実な手当及

び起債した地方債の早期償還のための支援策について、

総務省の具体的な取組方針を伺いたい。

高 橋 千鶴子君（共産）

・仮設の災害廃棄物処理施設が一般生活環境に負荷を与え

ることも想定されるため、その撤去時期や負荷を与えな

いようにするための方法等を周辺住民に示し、環境汚染

の発生防止を図るべきと考えるが、江田環境大臣の見解

を伺いたい。

・原子炉等規制法が放射性廃棄物とみなす基準は１キログ

ラム当たり 100 ベクレルであるのに対し、去る６月 23

日に環境省が定めた放射性物質を含む廃棄物の処理基準

は同 8,000 ベクレルであることは、ダブルスタンダード

ではないか。

吉 泉 秀 男君（社民）

・損壊家屋等の解体・撤去が今後本格化することに伴う作

業従事者等の石綿による健康被害の防止等のため、厚生

労働省の職員が被災地に入り、石綿対策等を直接指導す

る体制が必要であると考えるが、その具体的な人員体制

や対応策について、厚生労働省に伺いたい。

柿 澤 未 途君（みんな）

・被災地において、災害廃棄物にハエや蚊等が大量発生し

ており、仮設住宅や避難所において深刻な問題となって

いるが、これについてどのような対策を講じていくか、

厚生労働省に伺いたい。


